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1. 【問題意識】 

 現在、日本の子どもの 7人に 1人が相対的貧困

家庭に属する。厚生労働省によると、子どもの相

対的貧困率（17歳以下）は 13.5%で、2015年の

13.9％からほとんど改善していない。また、貧困

世帯の子どもの食事の栄養は偏る傾向にある。農

林水産省によると貧困世帯の子どもが、インスタ

ント麺を週に一回以上食べると答えた割合は一般

世帯の 2.7倍、さらに野菜を食べる頻度が低いと

答えた割合は 2.0倍であった。 

 子どもの食事支援として代表的な「子ども食

堂」は、貧困の子どもたちへの食事支援や居場所

作りを行っている。しかし、アウトリーチ型支援

の「子ども宅食」(後述する)の 2019年度報告書

によると、子ども宅食利用者の中には、周囲に支

援を受けていることを知られたくないため、子ど

も食堂を利用しない世帯が全体の半数以上存在す

る。また、包括的アプローチであるが故に、本当

に支援を必要とする家庭だけに支援を行うことは

困難である。このように、子ども食堂だけでは救

いきれない子どもたちが存在すると想定される。 

 そこで、私たちは栄養のあるご飯を、必要とし

ている子どもたちに届けることを目指し、現在行

われている子どもの貧困に対する支援活動や、宅

食サービスについて研究を行った。 

2. 【現状分析】 

 今回私たちは、「子ども宅食」、「ふれあい給

食サービス」にヒアリングを行った。 

 子ども宅食とは、生活保護や就学支援の受給世

帯を対象に、2ヶ月に一度、無償で日用品や食品

を届けるサービスである。子ども宅食は自宅まで

直接届けるため、貧困であることを周囲に気付か

れる心配がなく、必要な家庭にのみ支援する選別

的アプローチが可能である。私たちは 10月 18日

に「京都子ども宅食プロジェクト」でフィールド

ワークを行った。実際に参加し、このプロジェク

トは支援物資の量やボランティアの人数、資金の

面でも充実していると分かった。一方で、この活

動の本質的な目的は、支援物資を届ける際に家庭

が抱える課題等を発見することであり、レトルト

食品が中心に配布されているため、栄養面はあま

り配慮されていないことも分かった。 

 次に、「ふれあい給食サービス」について、10

月 23日に京田辺市の社会福祉協議会にヒアリン

グを行った。対象は、主に 70歳以上の高齢者世

帯等で、本人からの申請と民生委員・児童委員

（以下、民生委員という）からの現状報告書の提

出で受給が決定する。このサービスの利用料は無

料である。弁当は総勢 35名のボランティアグル

ープ「あじさい」が調理しており、週替わりで組

まれる 5〜6人のボランティアで 1回あたり約 40

世帯分の弁当が作られている。その弁当は民生委

員によって各家庭に届けられ、その際に高齢者の

健康状態の確認等を行う。宅配を担っている民生

委員は、厚生労働省から任命された特別公務員で

ある。現在京都市では、2,728名が委嘱されてお

り、地域の見守り等を行っている。彼らには守秘

義務があり、地域の住民の個人情報は固く守られ

ている。 

3. 【政策提言】 

以上の現状調査を踏まえ、私たちは、相対的

貧困家庭の児童に栄養のある食事を届ける「すこ

やか宅食『TSUNAGU』」の導入を提案する。 

具体的なフローは次のとおりである。 

①小学校の担任教諭から得た児童の様子と、保健

教諭から得た健康診断の記録をもとに、半年に１

度支援が必要と思われる児童を保健教諭が民生委

員に報告する。これらの情報と民生委員が持つ市

の公的支援受給の有無や世帯収入等の情報を勘案

し、宅食が必要と考えられる世帯に民生委員が訪



 

問する。宅食が必要であると判断した場合は、宅

食サービスを提案する。そして、宅食を希望した

世帯からの自己申請と民生委員が作成した対象世

帯の現状報告書によって受給を決定する。 

②中学校区単位で調理ボランティアを募り、集ま

った人員で弁当を作る。弁当は栄養士が献立を考

案し、各学区にレシピを配布する。食材は、月に

一度中学校区単位で地域住民から寄付を募る。ま

た、社会福祉協議会が京都府から委託を受け、運

営されている「きょうとフードセンター」を通じ

て得た食材も併せて使用する。10月 29日にヒア

リングを行ったところ、このセンターは子どもの

支援を目的とした団体に食材の提供を行っている

ため、私たちの政策にも適応可能であると分かっ

た。寄付で賄い切れない食材や調理場所等は、社

会福祉協議会が市の援助を受けて用意する。 

③民生委員が担当地域の受給世帯へ週に一度訪問

し、個別に弁当を届ける。その際、家庭内問題の

有無を確認する。受給対象は小学生に限定する。 

④家庭の問題を発見した際、専門性が必要な場合

は公的機関につなぐ。問題が深刻でない場合は民

生委員が見守りを続ける。 

以上が提案する政策のフローである。 

京都市の小学生は約 64,930人であり、市の相

対的貧困率から相対的貧困とされる児童は約

8,116人と割り出される。このことから、65の各

中学校区に平均して約 124人の対象児童がいると

考えられる。しかし、伏見区での子ども宅食にお

いて、400世帯に案内を送付したうち、利用した

のは約 3割の 135世帯であった。このデータか

ら、当政策では各学区に平均約 40人の小学生が

支援を受給すると考えられる。ふれあい給食サー

ビスの現状を考慮しても、各中学校区に 5〜6人

のボランティアがいれば十分に対応することがで

き、ボランティアを募ることは現実的である。以

上のことから、対象児童は小学生であるが、調理

ボランティアは中学校区ごとに一括して募ること

で、216の小学校区で募るよりも調理場所の確保

や食材収集がより効率的になる。また、ふれあい

給食サービスの費用は、40世帯分を作る場合 1

回あたり約 2万円であるため、当政策で弁当を作

る際に各学区でかかる費用も 1回あたり最大約 2

万円になると考えられる。 

加えて、3ヶ月に 1度、地域の小学生や住民、

ボランティアが食材を持ち寄り調理するイベント

を開催する。開催するメリットとして、政策の認

知度向上による、地域住民からの寄付の活発化が

挙げられる。さらに、共に食事を楽しむことで交

流の場が生まれ、地域コミュニティの構築やボラ

ンティアのやりがいに繋がると期待される。 

〈「モデル地区」の導入〉 

この政策を実現するための誘導策として、モ

デル地区の導入を提案する。中学校区単位でボラ

ンティアを募り、人員が確保できた地区をモデル

地区の対象とする。市は、HPや新聞等を使用し

てボランティアを募集する。 

4. 【展望】 

私たちの政策は、実際に多くの地域で行われて

いる高齢者配食サービスを適用しているため、政

策の実現可能性が高い。児童に栄養のある弁当を

届けることで、貧困世帯の子どもの健康状態の改

善につながる。同時に見守りも行うことで、家庭

内のその他の問題発見にもつながり、深刻な問題

に発展する前に子どもたちに救いの手を差し伸べ

ることも期待できる。さらに、モデル地区での取

り組みが京都市に広がれば、京都市全体で栄養状

況の改善が見込めるだろう。 
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